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沖縄県告示第210号

沖縄県知事管理量に係るくろまぐろの採捕の停止に関する規則（平成31年沖縄県規則第４号）第２条に規

定する管理期間において、体重30キログラム以上のくろまぐろの採捕の数量が、同条第２号の県計画におい

て定める知事管理量のうち期間別の割当量を超えるおそれが著しく大きいと認めるので、同規則第３条の規

定により、この告示の日の翌日から令和元年７月31日までの間は、当該告示に係るくろまぐろをとることを

目的とした採捕をしてはならない。

令和元年５月17日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

30 10 12 金曜日 （号外第41号）令和元年５月17日 金曜日 （号外第20号）
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